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こんにちは 連絡係の稲垣です。先日、寄生虫についての本を読みました。 

子供が興味があるというので。サバやイカに寄生するアニサキスについての記

述の中で誤って生魚と一緒に呑み込むと、胃壁や腸壁を刺入し（もぐりこみ）

激しい腹痛を...。うーん、恐ろしい。 

各務原市より情報がありました。ご確認のほどお願いします。 

よろしくご査収ください。 

 

 

各務原市内居宅介護支援事業所 各位 

 

平素より各務原市介護保険行政にご協力頂き誠にありがとうございます。各

務原市介護保険課施設指導係長の大丸です。 

昨日（５月１０日）つつじ苑にて開催された主任ケアマネ部会に出席させて

いただき、本市のケアマネマネジメントに関する基本方針をご説明いたしまし

た。その際配布した文書を添付いたしましたので、各事業所様におかれまして

も御一読頂けると幸いです。 

またその場にて幾つかご質問を頂きましたので、周知を兼ねて回答させてい

ただきます。 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

【質問１】 

 特定事業所加算の算定要件として 『他法人が運営する居宅介護支援事業者

と共同の事例検討会・研究会等の実施』 が追加された。 

 地域包括支援センターが開催する事例検討会に参加することで要件を満たす

ことになるか。 

 

【回答１】 

 地域包括支援センターが開催する事例検討会への参加は、各務原市様式 

『特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書（別紙１０

－２）』 の１．（９）「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加

している」 にあたります。 

 １．（１３）「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討

会、研修会を実施している」 を満たしていることにはなりません。  

 



 

 なお、市町村や地域の介護支援専門員の職能団体と共同で事例検討会や研修

会を実施した場合は評価の対象となります。（この場合２つ以上の法人の参加

が必要です） 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

【質問２】 

【質問１】でおこなう事例検討会、研修会の実施回数に条件はあるか。 

 

【回答２】 

 実施回数についての条件はありません。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

【質問３】 

 特定事業所加算における研修計画を策定しなければならない。様式は定めら

れているのか。 

 

【回答３】 

 任意の様式で構いません。 

 

 なお、計画については毎年度少なくとも次年度が始まるまでに計画を定める

必要があります。 

 ただし、平成３０年度については事例検討会等の概略や開催時期等を記載し

た簡略的な計画を同年度４月末日までに定め、共同で実施する他事業所等まで

記載した最終的な計画を９月末までに定めてください。９月末までに策定して

いない場合は１０月以降特定事業所加算を算定出来ません。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

【質問４】 

 退院・退所加算について、カンファレンスに参加しない場合、病院等の職員

からの情報収集を行なう必要がある。 

 情報収集を行なったという記録は支援経過記録に入れておけば問題ないか。 

 

【回答４】 

 何らかの形で情報収集を行なった支援経過等が残されていれば問題ありませ

ん。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

以上お手数かけますがご確認頂けると幸いです。今後もよろしくお願いしま



す。 

 

= * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = 
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